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清水エスパルスと連携した「人権週間フェスティバル」の開催 

 

 

◆ アピールポイント 

静岡地域人権啓発活動ネットワーク協議会では、人権尊重の理念、人権や

思いやりの大切さを広く皆さんに知っていただくため、人権週間（12 月

４日～10 日）にあわせ、清水エスパルスと連携した「人権週間フェステ

ィバル」を開催します。 

◆ 日時・場所 

令和６年 12 月７日（土） 14 時から 15 時まで 

エスパルスドリームプラザ（静岡市清水区入船町 13-15） 

１階エスパルススクエアにて開催 

◆ 人権週間フェ

スティバルの

内容 

・清水エスパルス選手の「一日人権擁護委員」委嘱状伝達式 

・清水エスパルス選手による人権トークショー 

  ＜参加予定選手＞ 

ＧＫ 梅田透吾（うめだとうご）選手 

   ＭＦ 成岡輝瑠（なるおかひかる）選手 

  ※参加選手は当日変更となる可能性もあります。 

・エスパルスグッズがもらえるジャンケン大会       

・エスパルス ダンススクールによるダンスショー  
 
静岡地域人権啓発活動ネットワーク協議会：静岡地方法務局、静岡人権擁護

委員協議会、静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、川根本町、吉田

町から形成される、人権啓発活動において連携協力するための横断的なネッ

トワーク。 

◆ 人権週間とは 

1948 年（昭和 23 年）12 月 10 日の国連総会で「世界人権宣言」が採択さ

れ、国連はこれを記念して 12 月 10 日を「人権デー」としています。 

国内では、毎年 12 月４日から 10日までの１週間を「人権週間」として、

全国的な啓発活動が行われます。 

◆ 取材について 
取材をしていただける場合は、前日までに男女共同参画・人権政策課まで

ご連絡ください。 

【問合せ】男女共同参画・人権政策課  

(静岡庁舎 15 階) 

     担当 大塚・榎本  
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